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庄内広域水道企業団規則第１６号 

庄内広域水道企業団庁舎防火管理規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、別に定めるものを除くほか、庄内広域水道企業団（以下「企業団」

という。）の用に供する庁舎（企業団の用に供する土地、建物及びこれらの従物をいう。

以下同じ。）の防火管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（防火管理者） 

第２条 庁舎の防火管理に当たるため、防火管理者を置く。 

２ 防火管理者は、各庁舎において事務を行う課等の長をもって充てる。 

（火元管理責任者等） 

第３条 庁舎の事務室その他の室及び湯沸室その他の共用部分（以下「各室等」という。）

に、火元管理責任者及び副火元管理責任者を置く。 

２ 火元管理責任者及び副火元管理責任者は、各庁舎において常時勤務する職員のうちか

ら防火管理者が指定する者をもって充てる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、会議室を使用する場合における当該会議室の火元管理責

任者は、その使用責任者とする。 

（自衛消防隊） 

第４条 火災その他非常事態発生時における被害を最少限度にとどめるため、庄内広域水

道企業団庁舎自衛消防隊（以下「自衛消防隊」という。）を設置する。 

２ 自衛消防隊の組織の編成、任務及び実施要領その他自衛消防上必要な事項は、別に定

める。 

（防火管理者の職務） 

第５条 防火管理者は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第８条に定めるほか、次の

職務を行わなければならない。 

（１）消防計画を作成すること。 

（２）消火、通報及び避難の訓練を実施すること。 

（３）消防用設備等の点検及び整備に関すること。 

（４）電気機器及び火気等の使用又は取扱いについて指揮及び監督をすること。 

（５）前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務を行うこと。 



(火元管理責任者等の職務) 

第６条 火元管理責任者は、その責任に属する各室等の防火管理について、次の職務を行

うものとする。 

（１）電気機器及び火気等の使用又は取扱いについて、実地に指導及び監督をすること。 

（２）建物、火気使用設備器具、電気設備及び消防用設備等の日常の維持管理をするこ

と。 

（３）常時、電気機器及び火気等の安全を確認すること。 

（４）地震時における火気使用設備器具の安全を確認すること。 

（５）前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な措置をすること。 

２ 副火元管理責任者は、火元管理責任者を補佐し、火元管理責任者に事故があるときは、

その職務を代理しなければならない。 

（当直員の職務） 

第７条 当直員は、庁舎の内外を定時に巡回し、火災予防上の安全を確認するとともに、

その結果を日誌に記録し、防火管理者に報告しなければならない。 

（職員の義務） 

第８条 庁舎に常時勤務する職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

（１）庁舎において火災を発見した場合は、直ちに消防機関及び防火管理者に通報する

とともに、他の職員と協力して初期消火に努めること。 

（２）勤務時間外において庁舎に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、

上司の指示を受け、消防活動に従事すること。 

（３）防火に関する知識及び技術の習得に努めること。 

（点検検査） 

第９条 防火管理者は、火災報知設備、避難設備、消火設備その他の防火管理に関する設

備等について適正な機能を維持するため、定期に点検検査を行わなければならない。 

２ 防火管理者は、前項の点検検査を実施したときは、その結果を記録しておかなければ

ならない。 

（火気物件等の使用） 

第１０条 企業団の庁舎において火気物件等を使用しようとする者又は危険物を搬入しよ

うとする者は、火元管理責任者を経由して防火管理者の許可を受けなければならない。 

（震災予防措置） 

第１１条 震災予防措置については、第９条第１項に基づく点検検査のほかにこれに併せ

て、次の事項について実施するものとする。 

（１）建築物及び建築物に付随する施設物の落下等の検査及び補強措置 

（２）庁舎内に陳列、設置されている物件の転倒、落下防止対策の実施 

（地震発生時の措置） 

第１２条 地震が発生したときは、火気使用設備器具の使用を停止する等出火防止措置を

し、防火管理者の指示に従い、避難等を行うものとする。 

（地震後の安全措置） 

第１３条 火元管理責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具等の点検検査を行い、安

全性を確認後、防火管理者に報告し、使用を開始させるものとする。 



（改善措置） 

第１４条 火元管理責任者は、その管理に属する各室等について防火管理上改善を要する

事項がある場合は、随時防火管理者に報告するものとする。 

（消防機関との連絡） 

第１５条 防火管理者は、常に消防機関との連絡を密にし、防火管理の円滑を期さなけれ

ばならない。 

（各種団体等への適用） 

第１６条 この規則は、使用の許可を受けて庁舎を使用する者にも適用する。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


